
内線

附属機関等の名称

設置年月日

設置根拠

設置目的

委員構成 １　委員数 5 名　

  　現在委員を委嘱していない場合はその理由（　本審査会は常設ではないため　）

２　部会等の設置状況

名称 委員数（うち女性委員）

部会なし

会議の公開

状況 非公開

　公開できない理由（一部公開・非公開の場合）

附 属 機 関 等 の 概 要

（平成３０年４月１日現在）

担当部課名　 保健福祉部地域医療推進局医務薬務課 ２５－３３３

北海道麻薬中毒審査会

「附属機関」、「委員会等」の別 「附属機関」

昭和６１年４月１日

麻薬及び向精神薬取締法第５８条の１３

＜目的＞

＜所掌・協議事項＞

麻薬及び向精神薬取締法第５８条の８第４項（第５８条の９［入院期間の延
長］第２項において準用する場合を含む。）の規定による審査を行なうため

 麻薬及び向精神薬取締法第５８条の８第３項（第５８条の９［入院期間の延
長］第２項において準用する場合を含む。）の規定による都道府県通知事項の
適否の審査

審議では麻薬中毒患者の個人情報を扱うため


